
検査結果表確認ポイント① （詳細は昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書2017年板P.226～P.229を参照）

1（6）電動機主回路接触器の主接点（ブレーキ用も同様）

できる 変形なし

できない

（製造者のホームページ等にて確認）

該当する 基準あり

基準なし

該当しない

基準あり

基準なし

検査者が設定する交換基準

（1）目視確認結果「適・否・確認不可」の判定

接点状態目視確認
著しい摩耗・交換・変形

の有無
適 指摘なし

次回点検時までに著しい摩耗に

至る可能性有

著しい摩耗あり

否 要是正

確認不可

目視確認不可の接触器では「著

しい摩耗あり」の交換基準は成

立しない

摩耗有又は交換あり

否 要重点点検

（2）フェールセーフ設計「該当する・該当しない」の確認

フェールセーフ設計

(該当する・該当しない）

製造者

基準値確認

　最終交換日・接触器名・

測定値（年・回数）等記入要

最終交換日他

必要事項(接触器名等）記入要

＊注）基準書Ｐ.228参照
製造者が指定する交換基準（なし）

製造者

基準値確認

　最終交換日・接触器名・

測定値（年・回数）等記入要

最終交換日他

必要事項記入要製造者が指定する交換基準（なし）

フェールセーフ該当で基準

値無は原則検査対象外

注）基準書Ｐ227参照
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